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森林整備事業施工写真管理基準 

 

制定 平成２０年９月１６日 県有第 ８６９号 

一部改正 平成２８年８月２４日 県有第 ６５４号 

一部改正 令和４年２月２５日 県有第１７５７号

一部改正 令和６年１１月２０日 県有第１０５７号 

（新設） 

 

 

（適用範囲） 

１．この森林整備事業施工写真管理基準は、山梨県林政部が発注する森林整備事業における

森林整備事業施工管理基準及び標準仕様書に定める施工写真の撮影に適用する。 

付  則 

この管理基準は、平成２０年１０月１日から施行する。（制定） 

この管理基準は、平成２８年１０月１日から適用する。 

この管理基準は、令和４年３月１日から適用する。 

この管理基準は、令和６年１２月１日から適用する。 

（新設） 

森林整備事業施工写真管理基準 

 

制定 平成２０年９月１６日 県有第 ８６９号 

一部改正 平成２８年８月２４日 県有第 ６５４号 

一部改正 令和４年２月２５日 県有第１７５７号

一部改正 令和６年１１月２０日 県有第１０５７号 

一部改正 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 県有第 １１７号 

 

 

（適用範囲） 

１．この森林整備事業施工写真管理基準は、山梨県森林環境部が発注する森林整備事業にお

ける森林整備事業施工管理基準及び標準仕様書に定める施工写真の撮影に適用する。 

付  則 

この管理基準は、平成２０年１０月１日から施行する。（制定） 

この管理基準は、平成２８年１０月１日から適用する。 

この管理基準は、令和４年３月１日から適用する。 

この管理基準は、令和６年１２月１日から適用する。 

この管理基準は、令和７年４月１日から適用する。 


